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    記事番号： 1-539

  

  
    公開日 2018年07月13日

  



      
      
  罹災証明書は、被災した家屋の被害の程度を証明するもので、各種支援金・制度の利用時に必要です。

市の調査が入る前に片付けや補修をしてしまうと被害の程度を証明できなくなる場合もあります。

調査に入る前に片付けや補修をする際にはできるだけ被害状況写真等の記録をとるようお願いします。

被害状況記録の取り方については「建物被害調査のトリセツ」をご参照ください。



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
総務企画部　総務課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-5988
FAX：0894-24-0610
E-Mail：soumu@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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